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Ⅰ 計画策定の基本的事項 

1． 計画策定の目的及び位置づけ 

 本計画は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）第 6 条第

1 項の規定に基づき策定するものであり、総合計画（江南市戦略計画）や環境基本法に基づ

く環境基本計画等との整合を図り、今後の廃棄物行政における長期的・総合的な指針とな

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 本計画の位置づけ 
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2． 計画の対象範囲 

本計画の対象は一般廃棄物（ごみ）とします（下図の太枠の範囲内）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 本計画の対象とするごみの範囲 

 

 

3． 計画の期間 

 計画期間は、平成 27 年度～令和 6 年度の 10 年間としており、計画期間における中間目

標年度を迎えるにあたり、中間見直しを行うものです。 
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4． 計画人口 

4.1 将来人口の推移予測 

 将来人口を以下に示します。 

江南市の人口は、徐々に減少することが見込まれています。 

 

 

図 4.1 将来人口の推移 

 

注 1）実績値は計画収集人口（各年度の年度末の住民基本台帳人口）とした。 

注 2）推計値は、江南市総合計画の平成 30 年度推計値と平成 30 年度住民基本台帳人口との比で補正

した値とした。 

 

 

4.2 計画人口の設定 

 上記の将来人口に基づき、本計画の策定にあたって想定する計画人口は、以下のとおり

とします。 

表 4.1 計画人口 

年度 計画人口（人） 

実績値 
平成 25 年度 101,235 

平成 30 年度 100,494 

目標年度推計値 令和６年度 98,757 
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Ⅱ ごみ処理の現状と課題 

1． 江南市の位置と地勢 

1.1 位置 

 江南市は濃尾平野の北部、清流木曽川の南岸に位置し、東西 6.1km、南北 8.8km、面積

30.20km2の市域を有する都市です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 江南市の位置 

 

1.2 地勢と概況 

地形は全般的に平坦で、木曽川の恵みを受けた肥沃な扇状地であり、温暖な気候・風土

と相まって、暮らしに最適な自然環境となっています。かつては畑作中心の農業が営まれ

ていましたが、名古屋市から約 20km 圏に位置し、公共交通機関で約 20 分で結ばれるなど

利便性が高く、ベッドタウンとして都市化が進み、尾張北部地域の主要都市となっていま

す。また、木曽川を挟み、岐阜県側の地域との交通結節点ともなっています。 
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2． ごみ処理の現状 

2.1 ごみ処理の流れ 

 下図に江南市におけるごみ処理の流れを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 ごみ処理フロー  
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2.2 ごみ収集の状況 

 江南市における収集の状況は、以下のとおりです。 

 

表 2.1 江南市における収集の状況 

 

 

  

収集回数 排出先 排出方法

週2回 可燃ごみ集積所 指定袋に入れて出す

資源ごみ
随時 指定場所

専用容器に入れる

無（白）色、茶色、青・緑色、黒
色の別に専用容器に入れる

十文字にしばって出す

そのまま出す

専用容器に入れる

専用容器に入れる

専用容器に入れる

専用容器に入れる

専用容器に入れる

専用容器に入れる

専用容器に入れる

専用容器に入れる

随時 指定場所
市役所・図書館等に設置された
回収ボックスに入れる

そのまま出す

専用容器に入れる

申込制 各家庭先 処理券を貼って出す

随時 指定場所
市内6施設に設置する回収ボッ
クスに入れる

月1回 指定場所
月1回公共施設等12か所で収
集

月1回 指定場所
月1回市内4施設に設置する回
収ボックスに入れる

紙類

ダンボール、新聞紙(チラシ混入
可)、雑誌・雑がみの別に十文
字にしばって出す
牛乳パックは水洗いし、切り開
き乾燥させる

資源ごみ集積所月2回程度

区　　　　　分

可燃ごみ

空き缶類

空きびん類

使用済はがき

布類

プラスチック製容器包装類

鉄類

ペットボトル

月2回程度

資源ごみ集積所

在宅医療廃棄物
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廃プラ(プラスチック類)

剪定枝・草

特別ごみ

小型家電

廃食用油

テープ類



   

7 

2.3 ごみ排出量の推移 

 下表に江南市のごみ排出量の推移を示します。 

家庭系ごみ及び集団回収は、ゆるやかな減少傾向にあります。 

事業系ごみは平成 22 年度にかけて増加し、その後は減少しています。 

家庭系ごみの内訳を見ると、可燃ごみは横ばい、埋立ごみは増加と減少を繰り返してお

り、粗大ごみは微増傾向にあります。資源ごみについては、徐々に減少しています。 

 

 

表 2.2 江南市のごみ排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 ごみ排出量の推移           図 2.3 家庭系ごみの推移 

  

単位：t

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

101,857 101,714 101,591 101,557 101,235 101,087 101,070 100,915 100,749 100,494

15,228 14,910 15,124 14,732 14,652 14,655 14,720 14,598 14,514 14,317

775 582 752 400 379 385 402 322 386 367

979 894 1,065 914 966 1,025 982 1,162 1,021 1,077

936 863 1,039 889 939 991 963 1,145 1,005 1,059
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5,195 5,423 5,312 5,113 5,085 5,140 5,062 4,784 4,727 4,601
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 江南市民の 1 人が 1 日あたりに排出する資源ごみを含むごみの量は、総排出量、家庭系ご

みの総量（資源ごみ含む）がともに平成 21 年度以降減少し、平成 30 年度はそれぞれ 732g/

人･日、565g/人･日となっています。 

 資源ごみを除く家庭系ごみの総量についても、平成 21 年度の 457g/人･日以降減少してい

ますが、平成 24 年度以降は 430～437g/人･日前後で横ばいとなっています。 

 

表 2.3 江南市の１人１日あたり排出量 

 

 

 

 

図 2.4 １人１日あたり排出量の推移 
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2.4 中間処理及び最終処分 

(1) 中間処理施設の概要 

 中間処理施設の概要は、以下のとおりです。 

 

表 2.4 中間処理施設の概要 

項 目 ごみ焼却処理施設 粗大ごみ処理施設 

施設名称 

 

 

 

江南丹羽環境管理組合 

環境美化センター 

ごみ焼却処理施設 

 

 

 

江南丹羽環境管理組合 

環境美化センター 

粗大ごみ処理施設 

所 在 地 大口町河北一丁目 131 番地 

竣  工 昭和 57 年 10 月 30 日 昭和 57 年 3 月 31 日 

敷地面積 33,095 m2 （最終処分場 14,530 m2を含む） 

施設面積 建物延床面積 5,529 m2（粗大ごみ処理施設を含む） 

処理能力 150t／24 時間(75t／24 時間×2 炉) 30t／5 時間 

処理方式 
全連続燃焼式 

旋回流型流動床式焼却炉（※1） 
竪型スウィングハンマ式（※2） 

 

 

(2) 中間処理量の推移 

 下図に中間処理量（焼却処理量）の推移を示します。 

焼却処理量は、平成 21 年度をピークとしてその後は徐々に減少し、平成 30 年度は

31,746t となっています。なお、平成 22 年度及び 23 年度はごみ焼却処理施設の基幹整備補

修工事に伴い焼却の一部を外部に委託しています。 

 

図 2.5 中間処理（焼却処理）量の推移 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

(t)

焼却外部委託量 焼却処理量



   

10 

(3) 最終処分場の概要 

 江南市に関連する最終処分場は、江南丹羽環境管理組合が運営主体のものと、本市が運

営主体のものの 2 箇所があります。最終処分場の概要は以下のとおりです。組合の最終処分

場には中間処理施設から発生した固化灰及び不燃物の一部を、本市の最終処分場には埋立

ごみを埋め立てています。 

 

表 2.5 最終処分場の概要 

運営主体 施  設 概   要 

江南丹羽 

環境管理 

組合 

最終処分場 

所 在 地 大口町河北地内 

敷 地 面 積 14,530 m2 

埋 立 面 積 9,980 m2 

埋 立 容 積 32,300 m3 

埋 立 開 始 平成 3 年 6 月 1 日 

施 設 形 式 準好気性埋立方式（※3） 

江南市 最終処分場 

所 在 地 江南市小杁町鴨ヶ池地内 

敷 地 面 積 19,783 m2 

埋 立 面 積 13,670 m2 

埋 立 容 積 59,700 m3 

埋 立 開 始 平成 4 年 10 月 

施 設 形 式 準好気性埋立方式（※3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）旋回流型流動床式  

砂を入れた炉の内部へ下部から空気を送り、砂が流動状態になったところにごみを投入

して燃やす焼却炉の方式。ごみと砂の伝熱効率が高く、生ごみなど含水率の高いものでも

燃焼効率が良く、燃焼時間も早いといった特性をもつ。 

（※2）竪型スウィングハンマ式 

 上部から粗大ごみを投入し、落下する間に数段のハンマによって破砕する方式。 

（※3）準好気性埋立方式 

 埋立地の底部に集排水管を配置し、浸出水をできるだけ早く外部に排除するとともに、

外気との温度差を利用して、空気を集排水管経由で埋立地内に流入させることで、廃棄物

の好気性分解を促し、集水の段階で浸出水の浄化を図る方式。現在日本では標準の方式と

なっている。  
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2.5 可燃ごみの成分分析結果 

 江南丹羽環境管理組合では、搬入されたごみの成分分析を定期的に実施しています。平

成 30 年度の年平均の成分分析結果を見ると、多い方から紙・布類、高分子類、厨芥類とな

っています。 

厨芥類は、湿ベースでは 14.5%ですが乾ベース（※2）では 8.2%に減少しており、この結

果は、水切り・乾燥等によって生ごみに含まれる水分の減少を推奨することで、搬入量の

低減に結びつくことが考えられます。 

また、紙・布類は湿ベース、乾ベースともに約半分を占めていることから、資源となる

紙・布類がまだ含まれている可能性があること、今後も紙類の資源化の取り組みを継続し

て行うことで資源化される可能性があることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          湿ベース（※1）             乾ベース（※2） 

 

図 2.6 可燃ごみの成分分析結果（平成 30 年度平均値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）湿ベース ごみを採取したままの状態で測定した値 

（※2）乾ベース ごみを乾燥させた後の状態で測定した値 
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2.6 資源ごみ収集の現状 

平成 27 年度から、新たな資源ごみとして、小型家電等の収集を開始しました。資源ごみ

排出量は、平成 21 年度の 5,626t から平成 30 年度は 4,954t へと減少しています。紙類をは

じめとする各項目が減少する中、プラスチック類は微増、鉄類、剪定枝・草、小型家電等

は増加しています。 

表 2.6 江南市の資源ごみ排出量の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 集団回収の現状 

江南市では、資源回収の登録団体による資源回収に対して団体助成金を支給して、資源

回収を促進しています。資源回収量は平成 30 年度で 1,523t（補助対象外であるアルミ缶も

含む）であり、回収量、回収団体数ともに徐々に減少する傾向にあります。 

 

表 2.7 江南市の集団回収の状況 

  

単位：t

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

459 457 437 417 410 383 327 324 300 306

1,361 1,371 1,270 1,243 1,170 1,106 1,015 934 806 744

710 676 640 656 603 556 499 454 388 364

19 20 19 24 18 17 42 21 19 16

2,549 2,524 2,366 2,339 2,201 2,062 1,883 1,732 1,513 1,430

184 175 174 176 162 146 121 102 85 82

2,734 2,698 2,540 2,515 2,364 2,208 2,004 1,834 1,597 1,512

補 助
対 象 外

19 18 18 18 17 16 14 13 12 11

2,752 2,717 2,558 2,533 2,381 2,223 2,018 1,846 1,609 1,523

113 112 106 109 104 101 99 98 97 97

8,201 8,095 7,620 7,545 7,091 6,623 6,013 5,501 4,792 4,537

ア ル ミ 缶

合        　計

回　収　団　体　数  (団体)

団　体　助　成　金　(千円）

項　目区 分

補 助
対 象

紙
類

布 類

小 計

ダ ン ボ ー ル

新 聞 紙

雑誌･雑がみ

牛 乳 パ ッ ク

計

集団回収量の推移

単位：t

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

2,087 1,876 1,800 1,658 1,517 1,305 1,123 1,013 930 865

144 137 127 131 120 92 49 42 55 64

212 206 197 187 179 169 161 154 150 150

132 89 76 73 109 167 175 184 193 224

579 569 544 529 512 519 484 470 456 447

221 229 222 122 120 115 111 108 104 108

471 472 470 473 473 455 454 448 455 462

781 795 812 800 814 786 793 755 757 821

41 36 45 37 37 39 32 36 36 39

4 3 3 4 4 4 4 4 3 3

954 1,135 1,170 1,322 1,404 1,439 1,587 1,668 1,714 1,684

小型家電等 0 0 0 0 0 0 56 48 82 87

5,626 5,547 5,466 5,336 5,290 5,090 5,029 4,930 4,935 4,954合計

空き缶類

鉄類

空きびん類

ペットボトル

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装類

プラスチック類

資源ごみ排出量の推移

紙類

特別ごみ

廃食用油

剪定枝・草

布類

江南市
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3． 現行計画での取り組み状況 

3.1 減量目標値の達成状況 

 平成 27 年 3 月に策定したごみ処理基本計画（改訂版）では、中間目標年度（平成 31 年

度）及び目標年度（平成 36 年度）における減量目標値を定めています。 

 家庭系ごみ（資源ごみを除く）の減量目標値は、1 人 1 日あたりの排出量の値で、中間目

標年度（平成 31 年度）、目標年度（平成 36 年度）ともに可燃ごみ 392g/人･日、埋立ごみ

9g/人･日、粗大ごみ 26g/人･日としています。また、事業系ごみについても同様に、中間目

標年度（平成 31 年度）、目標年度（平成 36 年度）ともに 136g/人･日としています。 

下表に平成 30 年度における減量目標値及び実績値、その達成状況について示します。減

量目標値は、平成 25 年度の実績値と 31 年度の目標値から直線的に補間して設定しました。 

なお、減量目標値は 1 人 1 日あたり排出量とし、総排出量は参考値として示しました。 

 

表 3.1 減量目標値の達成状況 

項  目 H30 目標値 H30 実績値 達成状況 

家

庭

系

ご

み 

可燃 

ごみ 

1 人 1 日あたり排出量 392g/人･日 390g/人･日 達成 

（総排出量） (14,367t/年) (14,317t/年) － 

埋立 

ごみ 

1 人 1 日あたり排出量 9g/人･日 10g/人･日 非達成 

（総排出量） (365t/年) (367t/年) － 

粗大 

ごみ 

1 人 1 日あたり排出量 26g/人･日 29g/人･日 非達成 

（総排出量） (948t/年) (1,077t/年) － 

事業系ごみ 
1 人 1 日あたり排出量 136g/人･日 125g/人･日 達成 

（総排出量） (4,969t/年) (4,601t/年) － 

 

 

また、図 3.1 から図 3.3 に、減量目標値を設定した家庭系の可燃ごみ、埋立ごみ、粗大

ごみ及び事業系可燃ごみの 1 人 1 日あたりの排出量について、推移と目標値を示します。 

家庭系ごみの可燃ごみ、事業系ごみについては減量目標値を達成していますが、埋立ご

み、粗大ごみについては非達成となっています。 
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図 3.1 家庭系可燃ごみ原単位の推移と目標値との比較 

 

 

図 3.2 家庭系埋立ごみ、粗大ごみ原単位の推移と目標値との比較 

 

 

図 3.3 事業系可燃ごみ原単位の推移と目標値との比較 
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3.2 国・県等の数値目標と江南市の現況 

国の廃棄物処理法基本方針及び「愛知県廃棄物処理計画」では、数値的な指標として下

表に示す目標値を示しています。 

表 3.2 国及び県の目標値（一般廃棄物） 

計画 指標 目標年次 目標値 

廃棄物処理法基本

方針（平成 28 年 1

月改正） 

総排出量 

H32 

H24 比 －12% 

再生利用率 27%（H24 比 +6%） 

最終処分量 H24 比 －14% 

家庭系ごみの 

1 人 1 日あたりの排出量 
500ｇ/人・日 

愛知県廃棄物処理

計画（平成 29 年

度～33 年度） 

排出量 

H33 

H26 比  －6% 

再生利用率 23% （H26 比 +1%） 

最終処分量 H26 比 －7% 

家庭系ごみの 

1 人 1 日あたりの排出量 
500ｇ/人・日 

 

国、県の指標と江南市の現状を比較した結果を表 3.3 に示します。江南市は「家庭系ご

みの 1人 1日あたりの排出量」は平成 30年度実績で 430g/人・日となり、国や愛知県の目標

値をすでに達成しています。再生利用率については目標を達成していませんが、近年、民

間の資源回収の場ができたことで、市の回収する資源の量が減少していることが非達成の

原因と考えられます。最終処分量については平成 30 年度実績で 2,205t と過年度とほぼ同程

度となっており、目標は達成されていません。 

 

表 3.3 国及び県の目標値（一般廃棄物）との比較結果 

国の目標 （目標年次：H32） 
江南市実績 

H24 H30 

総排出量 H24 比 －12% 29,028t 26,839t(-7.5%) 

再生利用率 27%（H24 比 +6%） 27.1% 24.1%(-3.0%) 

最終処分量 H24 比 －14% 2,163ｔ 2,205ｔ(+1.9%) 

家庭系ごみの 

1 人 1 日あたりの排出量 
500ｇ/人・日 433ｇ/人・日 430ｇ/人・日 

愛知県の目標 （目標年次：H33） 
江南市実績 

H26 H30 

排出量 H26 比  －6% 28,518t 26,839t(-5.9%) 

再生利用率 23%（H26 比 +1%） 25.6% 24.1%(-1.5%) 

最終処分量 H26 比 －7% 2,209ｔ 2,205ｔ(-0.2%) 

家庭系ごみの 

1 人 1 日あたりの排出量 
500ｇ/人・日 435ｇ/人・日 430ｇ/人・日 
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3.3 施策の取組状況及び成果 

 計画の施策の項目ごとに、取組状況及び成果を示します。 

【ごみの減量化に関する意識の高揚と行動の促進】 

 市では、平成 31 年 1 月に「エコシティ江南行動計画」を策定し、ごみの減量・資源の有

効利用に向けた具体的な取組みの推進に着手しています。 

市民向けの情報提供・意識啓発については、広報や回覧でのごみ減量に向けた呼びかけ、

環境フェスタ、おもちゃ病院などのイベント、小学校や老人会などの市民団体に向けた施

設見学会等などを実施しました。また小中学生に対しても、環境ポスターの募集、夏休み

時期の親子向けのリサイクル工場の見学などを行ってきました。 

 事業所に対しても、事業所向けのごみ処理手引書の作成、多量のごみ排出事業者に対す

る減量化の啓発などを行ってきましたが、実施できなかった年度もあり、具体的な実施内

容を検討したうえで、さらなる実施が必要です。 

 

【ごみの発生（排出）と再使用の取り組みの推進】 

 可燃ごみに含まれる、まだ食べられる食品を減らすための取り組みとして、民間の NPO

法人と協力したフードドライブを行いました。また、家庭用生ごみ処理機器設置に対する

補助、フリーマーケットに対する開催支援、市民同士の不用品交換を行うリサイクルバン

ク、レジ袋削減・マイバッグ持参に関する啓発なども引き続き実施しています。 

 

【循環資源の高度利用の促進】 

 平成 29 年 6 月に常設の資源ごみ集積所であるリサイクルステーションを開設し、資源ご

み排出に関する利便性の向上を図っています。今後、リサイクルステーションにおける回

収品目の増加、分別方法の見直しなどを行い、より一層の利便性向上に向けた取り組みを

行います。令和元年 6 月からは市内 3 か所の公共施設に資源ごみリサイクルボックスを置

き、紙類の常時回収を行うことで、リサイクルステーションの機能を補完しています。 

 また、使用済み小型家電の回収ボックスを公共施設に設置し、小型家電を別で回収する

ことで、希少金属（レアメタル）の有効利用の促進に取り組みました。 

 

【安全・安心なごみの適正処理体制の確保】 

 ごみの収集運搬、中間処理、最終処分については、安定した処理体制の維持を図りまし

た。また環境美化活動を実施し、全市的にごみ散乱の防止に努めました。 

 資源ごみの持ち去りや無許可の不用品回収業者については、近年は問題になっていない

ことから、資源ごみ集積場所のパトロール・監視の強化や不用品回収業者に対する指導は

行っていませんが、今後、情勢が変化するようであれば実施を検討します。 

 

 なお、江南市では、平成 31 年 1 月に「エコシティ江南行動計画」を策定し、市民、事業

者と市が「協働」して取り組むことができる具体的な施策を打ち出しています。本計画で

は、エコシティ江南行動計画とも連携し、ごみ減量・資源の循環利用に向けた施策を推進

します。  
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4． 将来のごみ量の予測 

4.1 将来推計方法 

 江南市から発生するごみを発生源別に家庭系ごみ（集団回収を含む）と事業系ごみに分

類し、それぞれについて平成 21 年度から 30 年度までの 10 年間の実績を基に、将来のごみ

量の予測について更新を行いました。 

 家庭系ごみについては、人口の増加により単純にごみ量も増加するため、人口増加の要

因を排除した 1 人 1 日あたりの排出量について推計を行いました。 

 可燃ごみ及び埋立ごみについては、近年はほぼ横ばいのため、その傾向のまま推移する

と考え、可燃ごみは 390g/人日、埋立ごみは 10g/人日で推移することとしました。 

 粗大・中型ごみ及び資源ごみについては、過去 10年間の実績を基にトレンド推計（※1）

を行いました。資源ごみの種類別の配分については、過去 5 年間の平均的な割合で配分しま

した。集団回収については、近年、相当量が民間の資源回収に移行していると考えられる

ことから、1 人 1 日あたりの排出量ではなく排出総量でトレンド推計を行いました。 

 事業系ごみについては、事業活動の状況によりごみ量が変動するため、人口や事業所数、

従業員数等の指標と単純な相関関係にはありません。そのため、事業系ごみについては、

総量に対してトレンド推計を行いました。 

下図に将来推計方法のイメージを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 ごみ排出量の将来推計方法のイメージ 

 

 

（※1）トレンド推計 過去の経年データから傾向線式（回帰）を算出し、これに将来年次を入

れて推計する方法。 

家庭系ごみ 事業系ごみ 集団回収 

1 人 1 日排出量を推計 

各ごみ種類別に推計 ①可燃ごみ 

②埋立ごみ 

③粗大・中型ごみ 

 ④資源ごみ 

×人口×年間日数 

ごみ種類ごとの総排出量を算出 

総排出量を推計 
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4.2 将来推計結果 

(1) ごみ量の推計 

 江南市のごみ排出量及び排出原単位（※1）の推計結果を示します。家庭系ごみは人口の

減少に伴いゆるやかに減少します。内訳としては、可燃ごみ及び資源ごみの減少が影響し

ています。事業系ごみはほぼ横ばいです。集団回収もゆるやかな減少傾向を示しています。 

 

 

図 4.2 江南市のごみ排出量の将来推計 

 

図 4.3 江南市の家庭系ごみ排出量の将来推計 

（※1）排出原単位 市民 1 人が 1 日あたりに排出するごみの量のこと。年間のごみ量の値を人

口及び年間日数で除して算出される。 
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図 4.4 江南市の家庭系ごみ排出原単位の将来推計 

 

(2) ごみ量推計結果のまとめ 

 目標年次における江南市におけるごみ排出量及び排出原単位の推計結果は以下のとおり

です。 

表 4.1 ごみ量推計結果 

単位：t/年 

ごみ排出量 
実績 目標年度 

H30 R6 

家庭系ごみ 

可燃ごみ 14,317 14,058 

埋立ごみ 367 360 

粗大・中型ごみ 1,077 1,168 

資源ごみ 4,953 4,698 

合計 20,714 20,284 

事業系ごみ 4,601 4,440 

集団回収 1,523 1,526 

 

単位：g/人･日 

ごみ排出量 
実績 目標年度 

H30 R6 

家庭系ごみ 

可燃ごみ 390 390 

埋立ごみ 10 10 

粗大・中型ごみ 29 32 

資源ごみ 135 130 

合計 564 562 

事業系ごみ 125 123 

集団回収 42 42 
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可燃ごみ実績値 可燃ごみ推計値

埋立ごみ実績値 埋立ごみ推計値

粗大・中型ごみ実績値 粗大・中型ごみ推計値

資源ごみ実績値 資源ごみ推計値

(g/人日) 実績値 推計値
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5． 課題 

5.1 ごみの減量化・資源化に関する課題 

●ごみの減量に向けた取り組みを一層推進する必要がある。 

近年のごみ減量に向けた取り組みにより、江南市のごみ（資源ごみを含む）の 1 人 1 日

あたりの排出量は、県内の他の自治体と比較すると、非常に少ない状況を維持していま

す（平成 29 年度実績で 55 自治体中 7 位）。ただし、ここ数年は横ばいの状況で、これま

でと比べて減量のスピードが鈍っていること、特に事業系ごみに関しては今後の経済の

動向によって増加する可能性もあることから、今後も減量化、資源化に向けた取り組み

を一層推進する必要があります。 

 

●紙類の分別排出の促進に向けた情報提供及び環境の整備を行う必要がある。 

近年の資源ごみの減少傾向には、紙・布類の減少が大きな影響を及ぼしており、紙・

布類の排出量は平成 25 年度以降の 6 年間で約半分となっています。また、可燃ごみの成

分分析結果を見ると、依然として紙・布類が半分程度を占めており、可燃ごみの中に、

資源化可能な紙類、特に雑がみが未だに多く含まれている可能性があると考えられます。 

そのため、特に紙類の分別について、より詳しく情報提供を行うとともに、分別区分

の見直し、収集拠点の整備など、排出環境の整備についても取り組む必要があります。 

 

●事業系ごみにおける資源ごみの分別排出を促進する必要がある。 

事業所では、比較的資源化が容易な紙類についても許可業者に委託して処理（焼却）

を行っている実態が多く見られることから、事業者に対して、資源ごみの分別排出（民

間再生資源事業者等へ資源として排出する）に関する啓発・再生資源事業者に関する情

報提供等を行う必要があります。 

 

●食品廃棄物の発生抑制の手段を普及する必要がある。 

可燃ごみの成分分析結果では、乾燥前で 2～3 割程度生ごみが含まれており、この割合

は最近 10 年間で変化はありません。令和元年 10 月から「食品ロスの削減に関する法律

（令和元年法律第 19 号）」が施行され、自治体、事業者、消費者が手を携えて、まだ食べ

ることができる食品をごみにすることなく、できるだけ食品として活用することを目指

すことが求められます。 

江南市においては、フードドライブ活動をはじめとした食品ロス削減のための取り組

みを行っていますが、参加者はまだ一部に限られている状況です。そのため、市民の意

識レベルに応じて発生抑制・減量行動をとることができるよう、適切な情報提供をして

いく必要があります。 
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5.2 収集運搬に関する課題 

●市民の年齢構成や世帯構成の変化に対応したごみ処理体系を検討する必要がある。 

江南市では団塊の世代と団塊ジュニアの世代が多い年齢構成となっています。今後 10

年間を考えた場合、高齢者のみの世帯が増加し、それとともにごみの排出が困難な世帯

が増加することが考えられます。また、核家族化の進展や共働き世帯の増加などのライ

フスタイルの変化に伴い、資源ごみ排出の際の立会等の担い手が不足することも考えら

れます。そのため、今後の市民の年齢構成や世帯構成の変化を念頭に置いて、ごみ処理

体系を検討していく必要があります。 

 

 

5.3 中間処理に関する課題 

●中間処理施設の適切な維持管理に努める必要がある。 

ごみ焼却処理施設及び粗大ごみ処理施設は、昭和 57 年の稼働開始から既に 37 年を経過

しており、設備の老朽化及び処理能力の低下が懸念されることから、適切な維持管理に

努める必要があります。 

 

●事業系ごみの処理不適物等に対する指導を行う必要がある。 

資源化の推進や処理不適物の混入防止のために、排出事業者や収集運搬許可業者に対

する分別指導を引き続き行う必要があります。 

 

●焼却処理量を更に削減する必要がある。 

ごみの発生抑制や資源化の推進により、焼却処理量は徐々に減少する傾向にあります

が、最終処分量を低減するため、更なる焼却処理量の削減を図る必要があります。 

 

 

5.4 最終処分に関する課題 

●最終処分量の低減を図る必要がある。 

江南市では、ごみ焼却処理施設からの焼却残渣等は組合の最終処分場で、埋立ごみは

江南市の最終処分場で処分しており、これらの施設での最終処分量を減らすために、よ

り一層の発生抑制・資源化を推進する必要があります。 
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Ⅲ ごみ処理基本計画 

1． 計画の方針 

1.1 基本理念 

国は、平成 30 年 6 月に「第四次循環型社会形成推進基本計画」を閣議決定しました。第

四次循環基本計画では、循環型社会の形成に向けた中長期的な方向性として、①経済的側

面、社会的側面との統合を含めた「持続可能な社会づくりとの統合的取組」、②「多種多様

な地域循環共生圏形成による地域活性化」、③「ライフサイクル全体での徹底的な資源循

環」、④「適正処理の更なる推進と環境再生」、⑤「万全な災害廃棄物処理体制の構築」、⑥

「適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進」を掲げ、これらを支える

⑦「循環分野の基盤整備」を進めることとしており、これらの柱ごとに国が実施すべき取

組み及び指標を設定しています。 

江南市は、計画の課題を解決するため、これまで実施してきた施策に新たな施策を加え、

循環型社会の実現を目指して、計画の基本理念は、現行計画を踏襲して以下のとおり設定

します。 

 

 

 

 

 

 

施策の面では、「環境負荷を最小限に抑える」という観点を中心に、持続可能な社会の形

成のため、市民・事業者・行政の協働による取り組みを強化することで、「循環型のまち」

の実現を目指すこととします。 

 

 

1.2 計画の基本方針 

計画の基本理念を達成するための基本方針についても現行計画の基本方針と同じ以下の

とおりとし、計画を推進することとします。 

 

 

 

 

 

  

計画の基本理念 
 

環境負荷を最小限に抑え 資源を有効利用する 協働・循環型のまち 

 

１．ごみの減量化に関する意識の高揚と行動の促進 

２．ごみの発生（排出）抑制と再使用の取り組みの推進 

３．循環資源の高度利用の促進 

４．安全・安心なごみの適正処理体制の確保 
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2． 減量目標 

2.1 目標年度 

目標年度は、本計画の目標年次である令和 6 年度（2024 年度）とします。 

 

2.2 数値目標の設定 

数値目標は、江南市のごみ排出の現況と人口の動向、新たな施策の取り組みなど考慮し

て目標値を設定しました。 

家庭系ごみ及び事業系ごみの減量目標値は下表のとおりとし、総排出量について設定し

ます。なお、1 人 1 日当たり排出量についても、参考までに示します。 

 

表 2.1 ごみ排出量の減量目標値 

種類 
平成 30 年度 

実績値 

令和 3 年度 

目標値 

令和 6 年度 

目標値 
目標値の考え方 

家
庭
系
ご
み 

可燃

ごみ 

総量 14,317t 13,816t 13,652t 令和元年度～3 年度の

3 年間に総排出量を

3.5%減 （参考）1 人

1 日排出量 
390g/人日 379g/人日 379g/人日 

埋立 

ごみ 

総量 367t 365t 360t 
平成 26～30 年度の 

1 人 1 日排出量を維持 （参考）1 人

1 日排出量 
10g/人日 10g/人日 10g/人日 

粗大･

中型

ごみ 

総量 1,077t 1,099t 1,113t 推計値における令和 6

年度までの 1 人 1 日排

出量の増加分を半減 （参考）1 人

1 日排出量 
29g/人日 30g/人日 31g/人日 

事業系 

可燃ごみ 
総量 4,601t 4,440t 4,387t 

令和元年度～3 年度の

3 年間に総排出量を

3.5%減 

 

令和 3 年度以降については、いずれのごみ種についても原単位（1 人 1 日あたり排出量）

を一定として推移するものとしました。 

なお、減量目標値を設定した以外のごみ及び資源については、単純推計値と同じ値で推

移するものとしました。 
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2.3 減量目標が達成された場合のごみ排出量 

減量目標が達成された場合の江南市のごみ排出量のイメージを以下に示します。 

 

(1) 家庭系ごみ排出量 

減量目標が達成された場合、家庭系ごみ（資源ごみを除く）は、以下のように推移しま

す。 

 

 

 

 

 

図 2.1 家庭系ごみの減量目標達成時の推移（イメージ） 
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(2) 事業系ごみ排出量 

減量目標が達成された場合、事業系ごみは、以下のように推移します。 

 

 

 

 

図 2.2 事業系ごみの減量目標達成時の推移（イメージ） 
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3． 計画の施策 

3.1 施策の体系 

施策の体系は以下のとおりとします。 

●ごみの減量化に関する意識の高揚と行動の促進 

 

（ア）広報、ホームページ、回覧等による市民・事業者への啓発（情報提供） 

（イ）啓発イベントの開催 

（ウ）ごみ減量懇談会・意見交換会の開催 

（エ）ボランティア分別指導員の養成・活動推進 

（オ）ごみ処理・リサイクル施設見学会の開催 

（カ）事業所向けごみ処理手引書の改訂 

（キ）多量のごみ排出事業者に対する減量化啓発・指導の徹底 

（ク）小中学生に対する環境ポスター等の募集及び表彰 

（ケ）小中学生（親子）向け環境学習の実施 

（コ）ごみ減量等に関する出前講座の実施 

（サ）ごみ処理費用負担の適正化 

●ごみの発生（排出）抑制と再使用の取り組みの推進 

 

（ア）レジ袋削減の推進 

（イ）食品ロス削減に向けた取り組みの推進 

（ウ）生ごみ処理機器設置に対する補助 

（エ）家庭用品等の不用品交換による資源有効利用の促進 

（オ）フリーマーケット等に対する開催支援 

（カ）フードバンク活動の普及 

（キ）家庭からの剪定枝・草の分別排出の促進 

●循環資源の高度利用の促進 

 

（ア）小型家電リサイクルの促進 

（イ）家庭からの紙類の分別回収の促進 

（ウ）事業所に対する紙類の分別回収の推進 

（エ）資源ごみ回収拠点・回数の充実 

（オ）資源ごみ分別品目・処理方法の見直し 

（カ）食品関連事業者の食品廃棄物リサイクルの促進 

（キ）資源ごみ集団回収の促進 

●安全・安心なごみの適正処理体制の確保 

 

（ア）安定的な収集運搬、中間処理の実施 

（イ）広域処理を見据えた新可燃ごみ処理施設の整備 

（ウ）江南市一般廃棄物最終処分場の安定稼働 

（エ）全市的な環境美化活動の実施 

（オ）市民、事業者の清掃活動に対する支援 

（カ）不法投棄、資源ごみ持ち去り防止パトロールの強化 

（キ）不用品回収業者に対する指導の強化 

（ク）災害時・荒天時の収集体制の確立 

（ケ）ごみの排出困難者に対する支援 
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3.2 ごみの減量化に関する意識の高揚と行動の促進 

 

(ｱ)広報、ホームページ、回覧等による市民・事業者への啓発（情報提供） 

循環型社会の実現に努めるため、ごみに関する情報を、様々な媒体を通して市民・事

業者に提供し、各主体の意識改革につなげていきます。 

(ｲ)啓発イベントの開催 

環境フェスタ、街頭キャンペーン、おもちゃ病院等の実施により、ごみ減量に関する

関心や行動を促進します。 

(ｳ)ごみ減量懇談会・意見交換会の開催 

自治会単位でごみ減量懇談会・意見交換会を積極的に開催することで住民との対話の

機会を増やし、情報の共有と住民の意識改革の促進に努めます。開催にあたっては、紙

類の分別などの内容の強化を図ります。 

(ｴ)ボランティア分別指導員の養成・活動推進 

住民や自治会役員を対象として分別指導員養成講座を実施し、自治会のごみ排出に対

する主体的な活動を支援します。分別指導員のいない地区には、受講をより促していま

す。 

(ｵ)ごみ処理・リサイクル施設見学会の開催 

実際のごみ処理現場の見学を通して、理解の促進を図ります。 

(ｶ)事業所向けごみ処理手引書の改訂 

事業所向けのごみに関する手引書を改訂し、排出するごみの種類に応じてごみ減量や

リサイクルを意識できるよう、現状に即した情報の提供に努めます。 

(ｷ)多量のごみ排出事業者に対する減量化啓発・指導の徹底 

一定量以上のごみを定期的に排出する事業者に対して、廃棄物管理責任者の選任と

「一般廃棄物の再利用および減量に関する計画書」の提出を求めるとともに、事業所訪

問の基準を作成し、計画的なごみ処理の推進を図ります。 

(ｸ)小中学生に対する環境ポスター等の募集及び表彰 

小中学生に対してごみの減量やリサイクルに関するポスター等の募集及び表彰を行い、

ごみ処理への関心が高まるよう促します。 

(ｹ)小中学生（親子）向け環境学習の実施 

夏休み期間にリサイクル教室（施設見学会）を実施し、環境学習の機会を提供します。 

(ｺ)ごみ減量等に関する出前講座の実施 

小中学校や自治会、各種団体を対象として、職員による出前講座を行い、環境学習の

機会の拡大を図ります。 

(ｻ)ごみ処理費用負担の適正化 

事業系ごみ及び家庭系の可燃ごみ、粗大・中型ごみについて、組合及び組合構成他市

町と連携し、適正な処理手数料を検討していきます。 

 

 

 



   

28 

3.3 ごみの発生（排出）抑制と再使用の取り組みの推進 

 

(ｱ)レジ袋削減の推進 

小売店に対して、引き続きレジ袋の無料配布の自粛を要請するとともに、買い物袋持

参運動を推進することにより、レジ袋の排出削減を図ります。 

(ｲ)食品ロス削減に向けた取り組みの推進 

ごみを出さない買い物の仕方、調理方法や、3010 運動（宴会時の食べ残しを減らす活

動）については、現在もホームページ等で啓発の取り組みを行っていますが、より積極

的に取り組み、食品ロス削減の推進を図ります。 

(ｳ)生ごみ処理機器設置に対する補助 

生ごみ処理機器（生ごみ処理機、コンポスト、密封発酵容器）を設置する家庭に対し

て、補助金により支援を行い、各家庭からの生ごみの排出抑制を推進します。 

(ｴ)家庭用品等の不用品交換による資源有効利用の促進 

不用品交換情報をとりまとめる家庭用品リサイクルバンクを充実させ、不用品再利用

の促進を図ります。 

(ｵ)フリーマーケット等に対する開催支援 

年 1 回開催する環境フェスタにおいてフリーマーケットを開催するほか、市民団体等が

フリーマーケットやバザーを主催できるよう支援を行い、不用品再利用の促進を図りま

す。 

(ｶ)フードバンク活動の普及 

フードバンク活動（まだ食べられるのにもかかわらず廃棄されてしまう食品を引き取

り、福祉施設等へ無料で提供する活動）の情報提供に努めるとともに、フードドライブ

（上記の食品を地域の福祉団体、フードバンク等に寄付する活動）を引き続き開催しま

す。 

(ｷ) 家庭からの剪定枝・草の分別排出の促進 

可燃ごみとして排出されることも多い剪定枝・草の資源化を促進するため、剪定枝・

草を搬入できる場所を設置するとともに、できた堆肥を市民に還元します。 

 

 

3.4 循環資源の高度利用 

 

(ｱ)小型家電リサイクルの促進 

小型家電の回収品目と回収拠点をさらに拡大し、希少金属（レアメタル）の有効利用

の促進を図ります。 

(ｲ)家庭からの紙類の分別回収の促進 

周囲に民間の回収施設のない大型公共施設に、紙類の回収コンテナを常設し、分別回

収を促進します。また、今までリサイクルできない紙類として、可燃ごみとしていた写

真、紙コップ、感熱紙などについて、資源ごみ回収で回収することとします。 

(ｳ) 事業所に対する紙類の分別回収の推進 
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事業系可燃ごみに多く含まれる資源化可能な紙類の分別回収を推進するため、事業所

を訪問し、分別指導を行うとともに、排出量が多い事業所に対しては、事前に提出して

いるごみ減量計画書と実際の取り組み状況を確認したうえで、紙類の資源化業者の情報

提供などを行い、より一層の可燃ごみの減量を図ります。 

 

(ｴ)資源ごみ回収拠点・回数の充実 

常設の資源ごみ回収拠点として平成 29 年度に設置したリサイクルステーションについ

て、回収品目、開設時間等を再検討し、資源ごみ排出の利便性向上を図ります。また、

回収拠点の増設についても検討します。 

(ｵ)資源ごみ分別品目・処理方法の見直し 

排出の利便性と処理時の環境（施設）負荷等を総合的に考慮し、分別区分の統廃合や

処理方法の見直しを行います。 

(ｶ)食品関連事業者の食品廃棄物リサイクルの促進 

大規模小売業者から排出される食品廃棄物を、堆肥化施設において資源化するよう市

町間協議を引き続き行い、啓発の対象とする事業者の拡大を図ります。また、食品関連

事業者と連携しつつ、食品廃棄物の飼肥料化やエネルギー利用を推進します。 

(ｷ)資源ごみ集団回収の促進 

古紙類、布類について集団回収を実施する団体について、助成金により支援を行い、

良質な資源の回収を推進します。 

 

 

3.5 安全・安心なごみの適正処理体制の確保 

 

(ｱ)安定的な収集運搬、中間処理の実施 

収集運搬、中間処理については、基本的には現状と同様の内容で継続します。なお、

収集運搬許可業者に関しては、近年の収集運搬実績を考慮し、実績のない業者への許可

の見直しを検討します。 

(ｲ)広域処理を見据えた新可燃ごみ処理施設の整備 

大口町、扶桑町及び犬山市とともに、広域処理を見据え、ⅰ最終処分量の削減 ⅱ徹

底した環境保全 ⅲ高効率なエネルギー利用 ⅳ高い経済効率 を目指した新可燃ごみ

処理施設の設備計画の策定を進めていきます。 

(ｳ)江南市一般廃棄物最終処分場の安定稼働 

埋立ごみの一層の削減を推進し、最終処分場の安定的な確保を図ります。 

(ｴ)全市的な環境美化活動の実施 

江南市クリーン運動を引き続き実施し、全市的な活動によるごみ散乱の防止に努めま

す。 

(ｵ)市民、事業者の清掃活動に対する支援 

こうなん美化ボランティアの登録促進を図り、各主体の自主的な清掃活動を支援しま

す。 
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(ｶ)不法投棄、資源ごみ持ち去り防止パトロールの強化 

条例等の禁止規定の形骸化を防ぐため、資源ごみ集積場所のパトロール・監視を強化

するとともに、状況に応じて警察とも連携をとり、原因者の責任追及と原状回復・是正

を徹底します。 

(ｷ)不用品回収業者に対する指導の強化 

無許可業者による不用品（廃棄物）回収は、不適正処理により環境汚染を引き起こし

ている可能性があるため、調査・指導を強化します。 

(ｸ)災害時・荒天時の収集体制の確立 

災害廃棄物処理計画を策定し、災害時・荒天時の収集体制の確立を図ります。また、

台風接近時の収集の有無に係る判断基準を明確化し、迅速な情報提供に努めます。 

(ｹ)ごみの排出困難者に対する支援 

資源ごみの収集日に、高齢者などのごみ出し困難世帯を対象に、声をかけながらごみ

の戸別収集を実施します。 
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4． 計画の推進 

 

4.1 市民・事業者・行政の役割分担 

基本理念である「環境負荷を最小限に抑え 資源を有効利用する 協働・循環型のま

ち」を達成するためには、行政の努力はもちろんのこと、市民・事業者が積極的に参画

し、三者が連携して取り組んでいく必要があります。本計画を推進していくにあたって

は、三者がそれぞれの役割を果たすと同時に、進捗状況等を適宜点検することにより、

必要に応じた改善策を検討します。 

 

1) 市民の役割 

～ごみの減量化に関する意識の高揚と行動の促進のために～ 

自分が出すごみと環境問題とのつながりを理解し、ごみの排出者としての意識と責任

を持つとともに、ごみの行方・処理の理解に努めます。また、地域・団体による清掃活

動や環境学習会等に積極的に参加し、従来の消費～廃棄型のライフスタイルについては

見直しを図ります。 

 

～ごみの発生（排出）抑制と再利用の推進のために～ 

1 人ひとりが日常生活において、買い物時にはマイバッグを持参する、使い捨て商品を

買わない、繰り返し使える容器を使用する、食品ロス・食品廃棄物を極力減らす等、極

力ごみを出さないライフスタイルの確立を心がけます。 

 

～循環資源の高度利用の促進のために～ 

1 人ひとりが日常生活において、製品購入の際は再生品やリサイクルしやすいものを極

力選択する、希少金属（レアメタル）が含まれる小型家電の分別に積極的に協力する等、

リサイクルを意識して行動します。 

 

～安全・安心なごみの適正処理体制の確保のために～ 

1 人ひとりが日常生活において、市のごみ出しルールに従うとともに、再利用のための

新たな分別収集の導入について理解・協力をします。また、豪雨等により水害ごみが多

量に発生しないよう、適切な物品管理に努めます。 

 

 

2) 事業者の役割 

～ごみの減量化に関する意識の高揚と行動の促進のために～ 

大小すべての事業者がごみの分類について正しく理解するとともに、企業の社会的責

任として、利益追求のみではなく、他の業界・事業者とも連携を深めながら、環境に配

慮した企業経営を行います。また、市民に対しては、商品やサービスの提供等を通して、

環境配慮型、資源循環型のライフスタイルの提供に努めます。 
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～ごみの発生（排出）抑制と再利用の推進のために～ 

事業活動において、ごみの発生抑制を意識し、ごみの出にくい商品、長く使える商品

づくりに努めます。また、簡易包装を心がけ、消費者に対しては、環境に配慮した消費

の呼びかけを行います。 

 

～循環資源の高度利用の促進のために～ 

事業活動において、再生品や再生利用しやすい商品の提供に努めるとともに、自らも

再生品を多く利用します。また、リサイクル事業者は、再生利用ルートや技術の確立を

行い、市民・他の事業者・行政と協力して資源回収量の拡大を図ります。 

 

～安全・安心なごみの適正処理体制の確保のために～ 

事業所から発生するすべてのごみについて、「排出者責任の原則」により、事業者自ら

が責任を持って適正に処理を行います。 

 

 

3) 行政の役割 

～ごみの減量化に関する意識の高揚と行動の促進のために～ 

ごみ減量等に関して、意見交換会や施設見学会を開催し、参加を促すとともに、広

報・ホームページ等による情報提供を定期的に行います。また、地域・団体等の主体的

な学習会開催を推進・支援します。 

 

～ごみの発生（排出）抑制と再利用の推進のために～ 

自らが率先して極力ごみを出さないワークスタイルの確立を心がけるとともに、ごみ

の減量化に有効な施策を策定・実施し、市民・事業者に対して協力を呼びかけます。 

 

～循環資源の高度利用の促進のために～ 

自らが率先してリサイクル活動に取り組むとともに、ごみの資源化に有効な施策を策

定・実施し、市民・事業者に対して協力を呼びかけます。また、市民・事業者が自ら行

うリサイクル活動等の支援を積極的に行います。 

 

～安全・安心なごみの適正処理体制の確保のために～ 

ごみの適正な処理体制の維持・整備に努めるとともに、市民・事業者に対して協力を

呼びかけます。また、再利用・環境保全に配慮した処理システムを長期的・安定的に確

保していきます。 
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4.2 ごみ処理基本計画の推進体制 

(1) 市民・事業者・行政の組織体制の活用 

1) 江南市廃棄物減量等推進協議会 

市民、事業者、行政からなる「廃棄物減量等推進協議会」により、市は発生抑制・

資源化・廃棄物処理に係る情報などを提供し、各主体がそれぞれの立場で意見交換を

行い、適正なごみ処理に向けての共通認識を形成、普及していきます。 

2) 江南市廃棄物減量等推進員 

廃棄物減量等推進員は、環境問題やごみ処理に関する知識を持つ人、あるいはこれ

らに関する講習を受けたものに委嘱し、推進員はごみの減量化に向けた各種活動を行

います。 

 

(2) 施策の啓発及び推進 

廃棄物の減量及び適正処理を長期的かつ総合的に進めるとともに、重点的取り組みの

推進にあたっては、広報、ホームページ、チラシの回覧等により効果的な啓発に努めま

す。 

 

(3) 広域処理体制の強化 

現在、可燃ごみ、プラスチック類、粗大ごみ等は、江南市、大口町、扶桑町で構成す

る江南丹羽環境管理組合において処理を行っています。今後も関係市町間で相互調整を

行い、新ごみ処理施設建設の供用開始にあわせ、ごみ処理体制の検討も行います。 
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Ⅰ 計画地域の基礎的事項 

1． 土地の利用状況 

 江南市の地目別土地利用面積の推移は以下のとおりです。 

 年々宅地（工場用地等も含む）の面積が増加し、農地（田・畑）の面積が減少していま

す。 

民有地については、平成 29 年度の民有地面積の割合は、宅地が最も多く 55%を占めてお

り、次いで畑が 28%となっています。 

 

 

表 1.1 地目別土地利用面積 

 

 

 

図 1.1 民有地面積の構成(平成 29 年度) 

    出典：愛知県統計年鑑 

 

  

単位：ha

行政面積 宅地 農地
森林・原

野等
道路

水面・河
川・水路

その他

H13 3,017 1,256 825 ‐ 602 268 66
H18 3,017 1,282 736 ‐ 513 261 225
H23 3,017 1,318 709 ‐ 439 259 292
H28 3,020 1,347 672 ‐ 441 256 312
出典：愛知県統計年鑑（土地に関する統計年報）
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2． 産業の動向 

2.1 工業 

 江南市の事業所数、従業者数、製造品出荷額等は以下に示すとおりです。 

 事業所数及び従業者数は徐々に減少する傾向にあります。製造品出荷額等は平成 21 年度

から 23 年度にかけて低迷していましたが、それ以降は徐々に増加しています。 

表 2.1 事業所数、従業者数、製造品出荷額等 

 

 

図 2.1 事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 

    出典：あいちの工業 

事業所数
(事業所)

従業者数
(人)

製造品出荷額等
(百万円)

H21 220 4,862 118,019

H22 212 4,798 114,908

H23 219 4,866 114,856

H24 209 5,107 124,347

H25 194 4,788 123,944

H26 189 4,664 135,292

H27 198 4,614 137,417

H28 198 4,614 137,417

H29 175 4,599 143,081

H30 160 4,426 142,083

出典：あいちの工業
注：従業員4人以上の事業所の値
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2.2 商業 

 江南市の商店数、従業員数、年間販売額は以下に示すとおりです。 

 商店数、従業員数はともに徐々に減少する傾向にあります。 

 年間販売額は、平成 16年度は増加しましたが、平成 19年度以降は他の項目と同様、減少

しています。 

 

表 2.2 商店数、従業員数、年間販売額 

 

 

 

図 2.2 商店数、従業員数、年間販売額の推移 

    出典：愛知県統計年鑑 

 

  

商店数
(店)

従業員数
(人)

年間販売額
(百万円)

H11 971 6,328 140,857

H14 936 6,549 142,887

H16 889 6,102 180,243

H19 838 6,061 145,178

H26 568 4,586 101,672
出典：愛知県統計年鑑
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2.3 農業 

 江南市の販売農家数、自給的農家数、農業就業人口（販売農家のみ）は以下に示すとお

りです。 

 販売農家数及び農業就業人口は減少する傾向にあります。自給的農家数は平成 22 年度ま

では増加してきましたが、平成 27 年度は減少しています。 

 

表 2.3 販売農家数、自給的農家数、農業就業人口 

 

 

 

図 2.3 販売農家数、自給的農家数、農業就業人口の推移 

 

  

専 業
第１種
兼  業

第２種
兼  業

H12 738 331 55 91 185 407 658

H17 1,192 255 63 60 132 937 484

H22 1,124 177 46 35 96 947 310

H27 1,017 143 46 16 81 874 241

出典：愛知県統計年鑑（世界農林業センサス）
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Ⅱ 総合計画での目指すべき方向性 

 江南市では、平成 30 年 3 月に平成 30 年度～39 年度を計画期間とする「第 6 次江南市総

合計画」を策定しました。その中で、基本目標 1「地域の魅力を活かした機能的なまちづく

り」を達成するため、「Ⅰ まちづくり分野」の柱の 1 つである「限られた資源の活用【ご

み減量・処理】」において、以下のような目標等を掲げています。これらについて十分考慮

しながら、ごみ処理基本計画を推進します。 

 

●10 年後の地域のすがた 

 循環型社会形成の意識が定着し、ごみ減量運動が市民・事業者・行政の協働によ

り、地域全体で取り組まれている。 

 その結果、市民 1 人当たりのごみ排出量が減少し、快適で衛生的な生活環境の下

で、市民が安心して暮らしている。 

 

●行政の使命 

 地域のごみ減量に関する意識の高揚と行動の促進を図るための啓発、組織や人の

育成、活動支援を行い、適正な分別リサイクルを行う。また、ごみ処理施設、し尿

処理施設及び火葬施設については、適正で効率的な運営を図り、新ごみ処理施設建

設事業については、事業主体である尾張北部環境組合と連携し、安心・安全なごみ

処理施設の実現に取り組む。 

 

●成果目標と役割分担 

【全体目標】 

ごみ減量やリサイクルを取り入れた生活環境が実現し、市民が安心して暮らして

いる。 

指標名 単位 基準値 
目標値 

説明 
H35 H39 

ごみの減量やリサイクルに

取り組んでいる市民の割合 
％ 

60.7 

(H28) 
65.0 70.0 

市民満足度調査によ

り測定 

 

【個別目標①】 

リサイクルが進み、市民が出す可燃ごみ量が減っている。 

指標名 単位 基準値 
目標値 

説明 
H35 H39 

市民 1 人 1 日当たりの

家庭系可燃ごみ排出量 
g 

395 

(H28) 
392 392 

家庭系可燃ごみ排出量が減っ

ているかを測定するもの 

1事業所 1年当たりの事

業系可燃ごみ排出量 
t 

7.6 

(H27) 
7.4 7.4 

事業系可燃ごみ排出量が減っ

ているかを測定するもの 

リサイクル率 ％ 
27.0 

(H27) 
28.0 28.0 

分別リサイクルに対して市

民意識が向上しているかを

測定するもの 
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  ●行政の取り組み 

基本施策 施策内容 主な事務事業 

ごみ減量と再利用の

促進 

ごみ減量の啓発を引き続き行い、環

境フェスタ江南、説明会、ボランテ

ィア分別指導員養成講座、事業所訪

問などで啓発活動を実施する。 

ごみ減量対策・ごみ減量

作戦「57（コウナン）運

動」事業 

 

【個別目標②】 

ごみ、し尿、火葬が適正に処理され、市民の生活環境が保全されている。 

指標名 単位 基準値 
目標値 

説明 
H35 H39 

特定家庭用機器などの

不法投棄台数 
台 

10 

(H28) 
10 10 

家電・パソコンの不法投棄

が減っているかを測定する

もの 

ごみ･し尿を速やかに収

集、処理することで、

衛生的に暮らしている

と感じる市民の割合 

％ 
84.8 

(H29) 
88.0 90.0 市民満足度調査により測定 

 

  ●行政の取り組み 

基本施策 施策内容 主な事務事業 

ごみの適正な収集、

運搬、処分 

市民の生活環境を保全するため、ご 

みなどの収集及び処理を行い、ごみ

処理に関して、一部事務組合や関係

団体などと連絡・調整を図るととも

に、清掃業者などに対して業の許可

や指導を行う。 

・可燃ごみ収集運搬事業 

・分別ごみ収集運搬事業 

・尾張北部環境組合関係

事業 
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Ⅲ 人口・ごみ量推計結果 

1． 人口・ごみ排出量実績値 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

人 101,857 101,714 101,591 101,557 101,235 101,087 101,070 100,915 100,749 100,494

t/年 27,805 27,357 27,720 26,496 26,372 26,295 26,196 25,795 25,583 25,315

（原単位） g/人･日 748 737 746 715 714 713 708 700 696 690

ごみ排出量（資源ごみ除く） t/年 22,177 21,809 22,253 21,159 21,082 21,205 21,166 20,866 20,648 20,362

（原単位） g/人･日 597 587 598 571 571 575 572 566 561 555

家庭系ごみ（資源ごみ含む） t/年 22,610 21,934 22,408 21,383 21,287 21,155 21,134 21,011 20,856 20,714

（原単位） g/人･日 608 591 603 577 576 573 571 570 567 565

家庭系ごみ（資源ごみ除く） t/年 16,982 16,386 16,941 16,046 15,997 16,065 16,104 16,082 15,921 15,761

（原単位） g/人･日 457 441 456 433 433 435 435 437 433 430

可燃ごみ t/年 15,228 14,910 15,124 14,732 14,652 14,655 14,720 14,598 14,514 14,317

（原単位） g/人･日 410 402 407 397 397 397 398 396 395 390

埋立ごみ t/年 775 582 752 400 379 385 402 322 386 367

（原単位） g/人･日 21 16 20 11 10 10 11 9 10 10

粗大・中型ごみ t/年 979 894 1,065 914 966 1,025 982 1,162 1,021 1,077

（原単位） g/人･日 26 24 29 25 26 28 27 32 28 29

粗大可燃ごみ t/年 936 863 1,039 130 142 140 147 153 169 171

中型可燃ごみ t/年 759 797 851 816 992 836 888

粗大不燃ごみ t/年 43 31 26 3 1 1 0 0 0 0

中型不燃ごみ t/年 22 26 33 19 17 16 18

家庭系資源ごみ t/年 5,626 5,547 5,466 5,336 5,290 5,090 5,030 4,929 4,935 4,953

（原単位） g/人･日 151 149 147 144 143 138 136 134 134 135

紙類 t/年 2,087 1,876 1,800 1,658 1,517 1,305 1,123 1,013 930 865

布類 t/年 144 137 127 131 120 92 49 42 55 64

空き缶類 t/年 212 206 197 187 179 169 161 154 150 150

鉄類 t/年 132 89 76 73 109 167 175 184 193 224

空きびん類 t/年 579 569 544 529 512 519 484 470 456 447

ペットボトル t/年 221 229 222 122 120 115 111 108 104 108

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装類 t/年 471 472 470 473 473 455 454 448 455 462

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(廃プラ) t/年 781 795 812 800 814 786 793 755 757 821

特別ごみ t/年 41 36 45 37 37 39 32 36 36 39

廃食用油 t/年 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3

剪定枝・草（環境美化センター搬入分） t/年 287 289 266 243 260 265 282 296 323 283

剪定枝・草（委託業者等への搬入分） t/年 667 846 904 1,079 1,145 1,174 1,306 1,371 1,391 1,400

小型家電等 t/年 0 0 0 56 48 82 87

事業系ごみ t/年 5,195 5,423 5,312 5,113 5,085 5,140 5,062 4,784 4,727 4,601

（原単位）人口1人1日当たり排出量 g/人･日 140 146 143 138 138 139 137 130 129 125

（原単位）1日当たり排出量 t/日 14 15 15 14 14 14 14 13 13 13

可燃ごみ t/年 5,195 5,423 5,312 5,113 5,085 5,140 5,062 4,784 4,727 4,601

集団回収量 t/年 2,752 2,717 2,558 2,533 2,381 2,223 2,018 1,846 1,609 1,523

（原単位） g/人･日 74 73 69 68 64 60 55 50 44 42

家庭系総排出量（集団回収量含む） t/年 25,362 24,651 24,966 23,916 23,668 23,378 23,152 22,857 22,465 22,237

（原単位） g/人･日 682 664 671 645 641 634 626 621 611 606

総排出量（集団回収量含む） t/年 30,557 30,074 30,278 29,028 28,752 28,518 28,214 27,641 27,192 26,838

（原単位） g/人･日 822 810 814 783 778 773 763 750 739 732

ご
み
排
出
量

ごみ排出量（資源ごみ含む）

実績値

項　　目 単位
備考

人口
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2． 人口・ごみ排出量推計値 

 

 

 

  

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

人 101,857 101,714 101,591 101,557 101,235 101,087 101,070 100,915 100,749 100,494 100,415 100,336 99,941 99,547 99,152 98,757 98,363 97,894 97,424 96,955 96,486 96,017 95,555 95,094 94,633 94,172 93,710 93,310 92,909 92,508 92,108

t/年 27,805 27,357 27,720 26,496 26,372 26,295 26,196 25,795 25,583 25,315 25,285 25,161 25,046 24,935 24,896 24,724 24,623 24,509 24,464 24,288 24,180 24,075 24,038 23,871 23,771 23,673 23,640 23,492 23,410 23,328 23,312

（原単位） g/人･日 748 737 746 715 714 713 708 700 696 690 688 687 687 686 686 686 686 686 686 686 687 687 687 688 688 689 689 690 690 691 692

ごみ排出量（資源ごみ除く） t/年 22,177 21,809 22,253 21,159 21,082 21,205 21,166 20,866 20,648 20,362 20,377 20,297 20,226 20,158 20,146 20,026 19,962 19,888 19,870 19,744 19,673 19,603 19,589 19,468 19,402 19,337 19,325 19,217 19,164 19,110 19,110

（原単位） g/人･日 597 587 598 571 571 575 572 566 561 555 554 554 554 555 555 556 556 557 557 558 559 559 560 561 562 563 563 564 565 566 567

家庭系ごみ（資源ごみ含む） t/年 22,610 21,934 22,408 21,383 21,287 21,155 21,134 21,011 20,856 20,714 20,705 20,623 20,535 20,449 20,422 20,284 20,204 20,110 20,071 19,925 19,834 19,744 19,711 19,570 19,485 19,400 19,368 19,245 19,174 19,104 19,087

（原単位） g/人･日 608 591 603 577 576 573 571 570 567 565 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 564 564 564 564 565 565 565 566 566

家庭系ごみ（資源ごみ除く） t/年 16,982 16,386 16,941 16,046 15,997 16,065 16,104 16,082 15,921 15,761 15,796 15,759 15,715 15,672 15,672 15,586 15,543 15,489 15,477 15,380 15,326 15,273 15,262 15,168 15,116 15,064 15,053 14,970 14,928 14,886 14,886

（原単位） g/人･日 457 441 456 433 433 435 435 437 433 430 430 430 431 431 432 432 433 433 434 435 435 436 436 437 438 438 439 440 440 441 442

可燃ごみ t/年 15,228 14,910 15,124 14,732 14,652 14,655 14,720 14,598 14,514 14,317 14,333 14,283 14,227 14,171 14,153 14,058 14,002 13,935 13,906 13,802 13,735 13,668 13,640 13,537 13,471 13,405 13,376 13,283 13,226 13,169 13,147

（原単位） g/人･日 410 402 407 397 397 397 398 396 395 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

埋立ごみ t/年 775 582 752 400 379 385 402 322 386 367 368 366 365 363 363 360 359 357 357 354 352 350 350 347 345 344 343 341 339 338 337

（原単位） g/人･日 21 16 20 11 10 10 11 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

粗大・中型ごみ t/年 979 894 1,065 914 966 1,025 982 1,162 1,021 1,077 1,096 1,110 1,124 1,138 1,156 1,168 1,182 1,196 1,214 1,225 1,240 1,254 1,273 1,284 1,299 1,315 1,334 1,347 1,363 1,380 1,401

（原単位） g/人･日 26 24 29 25 26 28 27 32 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42

粗大可燃ごみ t/年 936 863 1,039 130 142 140 147 153 169 171 166 168 170 172 175 177 179 181 184 185 187 190 192 194 196 199 202 204 206 209 212

中型可燃ごみ t/年 759 797 851 816 992 836 888 913 925 937 948 963 973 985 997 1,011 1,021 1,033 1,045 1,060 1,070 1,082 1,095 1,111 1,122 1,136 1,150 1,167

粗大不燃ごみ t/年 43 31 26 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中型不燃ごみ t/年 22 26 33 19 17 16 18 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22

家庭系資源ごみ t/年 5,626 5,547 5,466 5,336 5,290 5,090 5,030 4,929 4,935 4,953 4,908 4,864 4,819 4,777 4,750 4,698 4,660 4,621 4,594 4,544 4,507 4,471 4,449 4,403 4,369 4,336 4,316 4,275 4,246 4,218 4,202

（原単位） g/人･日 151 149 147 144 143 138 136 134 134 135 134 133 132 131 131 130 130 129 129 128 128 128 127 127 126 126 126 126 125 125 125

紙類 t/年 2,087 1,876 1,800 1,658 1,517 1,305 1,123 1,013 930 865 930 922 913 905 900 890 883 876 871 861 854 847 843 834 828 822 818 810 805 799 796

布類 t/年 144 137 127 131 120 92 49 42 55 64 53 53 52 52 52 51 51 50 50 49 49 49 48 48 47 47 47 46 46 46 46

空き缶類 t/年 212 206 197 187 179 169 161 154 150 150 150 149 148 146 146 144 143 142 141 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 129

鉄類 t/年 132 89 76 73 109 167 175 184 193 224 199 197 195 194 193 191 189 187 186 184 183 181 180 179 177 176 175 173 172 171 170

空きびん類 t/年 579 569 544 529 512 519 484 470 456 447 455 451 447 443 440 435 432 428 426 421 418 414 412 408 405 402 400 396 393 391 389

ペットボトル t/年 221 229 222 122 120 115 111 108 104 108 106 105 104 103 103 101 101 100 99 98 97 97 96 95 94 94 93 92 92 91 91

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装類 t/年 471 472 470 473 473 455 454 448 455 462 452 448 444 440 438 433 429 426 423 419 415 412 410 406 402 399 398 394 391 389 387

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(廃プラ) t/年 781 795 812 800 814 786 793 755 757 821 773 766 759 752 748 740 734 728 723 716 710 704 700 693 688 683 680 673 669 664 662

特別ごみ t/年 41 36 45 37 37 39 32 36 36 39 37 36 36 36 36 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31

廃食用油 t/年 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

剪定枝・草（環境美化センター搬入分） t/年 287 289 266 243 260 265 282 296 323 283 299 296 293 291 289 286 284 281 280 277 274 272 271 268 266 264 263 260 258 257 256

剪定枝・草（委託業者等への搬入分） t/年 667 846 904 1,079 1,145 1,174 1,306 1,371 1,391 1,400 1,379 1,366 1,354 1,342 1,334 1,320 1,309 1,298 1,291 1,276 1,266 1,256 1,250 1,237 1,227 1,218 1,212 1,201 1,193 1,185 1,180

小型家電等 t/年 0 0 0 56 48 82 87 72 71 71 70 70 69 68 68 67 67 66 65 65 64 64 64 63 63 62 62 62

事業系ごみ t/年 5,195 5,423 5,312 5,113 5,085 5,140 5,062 4,784 4,727 4,601 4,581 4,538 4,511 4,486 4,474 4,440 4,419 4,399 4,393 4,363 4,346 4,330 4,327 4,301 4,287 4,273 4,272 4,248 4,236 4,224 4,224

（原単位）人口1人1日当たり排出量 g/人･日 140 146 143 138 138 139 137 130 129 125 125 124 124 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125

（原単位）1日当たり排出量 t/日 14 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

可燃ごみ t/年 5,195 5,423 5,312 5,113 5,085 5,140 5,062 4,784 4,727 4,601 4,581 4,538 4,511 4,486 4,474 4,440 4,419 4,399 4,393 4,363 4,346 4,330 4,327 4,301 4,287 4,273 4,272 4,248 4,236 4,224 4,224

集団回収量 t/年 2,752 2,717 2,558 2,533 2,381 2,223 2,018 1,846 1,609 1,523 1,731 1,683 1,640 1,599 1,561 1,526 1,493 1,462 1,432 1,404 1,377 1,352 1,328 1,304 1,282 1,261 1,240 1,220 1,201 1,182 1,164

（原単位） g/人･日 74 73 69 68 64 60 55 50 44 42 47 46 45 44 43 42 42 41 40 40 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35 35

家庭系総排出量（集団回収量含む） t/年 25,362 24,651 24,966 23,916 23,668 23,378 23,152 22,857 22,465 22,237 22,435 22,306 22,174 22,048 21,983 21,810 21,697 21,571 21,503 21,329 21,211 21,096 21,038 20,875 20,767 20,661 20,608 20,465 20,375 20,287 20,252

（原単位） g/人･日 682 664 671 645 641 634 626 621 611 606 610 609 608 607 606 605 604 604 603 603 602 602 602 601 601 601 601 601 601 601 601

総排出量（集団回収量含む） t/年 30,557 30,074 30,278 29,028 28,752 28,518 28,214 27,641 27,192 26,838 27,016 26,844 26,685 26,534 26,457 26,250 26,116 25,970 25,896 25,692 25,558 25,426 25,365 25,175 25,053 24,934 24,880 24,712 24,611 24,511 24,476

（原単位） g/人･日 822 810 814 783 778 773 763 750 739 732 735 733 732 730 729 728 727 727 726 726 726 726 725 725 725 725 725 726 726 726 726

ご
み
排
出
量

ごみ排出量（資源ごみ含む）

実績値 推計値

項　　目 単位

人口



9 

3． 目標達成時のごみ排出量 

 

 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

人 101,857 101,714 101,591 101,557 101,235 101,087 101,070 100,915 100,749 100,494 100,415 100,336 99,941 99,547 99,152 98,757 98,363 97,894 97,424 96,955 96,486 96,017 95,555 95,094 94,633 94,172 93,710 93,310 92,909 92,508 92,108

t/年 27,805 27,357 27,720 26,496 26,372 26,295 26,196 25,795 25,583 25,315 25,132 24,838 24,539 24,428 24,385 24,211 24,096 23,963 23,897 23,701 23,572 23,443 23,381 23,192 23,067 22,943 22,882 22,712 22,604 22,496 22,451

（原単位） g/人･日 748 737 746 715 714 713 708 700 696 690 684 678 673 672 672 672 671 671 670 670 669 669 669 668 668 667 667 667 667 666 666

ごみ排出量（資源ごみ除く） t/年 22,177 21,809 22,253 21,159 21,082 21,205 21,166 20,866 20,648 20,362 20,223 19,975 19,719 19,651 19,636 19,513 19,435 19,343 19,302 19,157 19,064 18,972 18,932 18,789 18,698 18,607 18,567 18,437 18,358 18,278 18,249

（原単位） g/人･日 597 587 598 571 571 575 572 566 561 555 550 545 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541

家庭系ごみ（資源ごみ含む） t/年 22,610 21,934 22,408 21,383 21,287 21,155 21,134 21,011 20,856 20,714 20,567 20,335 20,099 20,005 19,968 19,824 19,726 19,614 19,557 19,394 19,285 19,177 19,124 18,967 18,863 18,760 18,708 18,566 18,476 18,387 18,348

（原単位） g/人･日 608 591 603 577 576 573 571 570 567 565 560 555 551 551 550 550 549 549 548 548 548 547 547 546 546 546 545 545 545 545 544

家庭系ごみ（資源ごみ除く） t/年 16,982 16,386 16,941 16,046 15,997 16,065 16,104 16,082 15,921 15,761 15,659 15,472 15,279 15,228 15,219 15,125 15,065 14,993 14,962 14,850 14,778 14,706 14,675 14,565 14,494 14,423 14,392 14,291 14,230 14,169 14,146

（原単位） g/人･日 457 441 456 433 433 435 435 437 433 430 426 422 419 419 419 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

可燃ごみ t/年 15,228 14,910 15,124 14,732 14,652 14,655 14,720 14,598 14,514 14,317 14,203 14,012 13,816 13,761 13,744 13,652 13,598 13,533 13,505 13,403 13,338 13,273 13,246 13,146 13,082 13,018 12,990 12,899 12,844 12,788 12,768

（原単位） g/人･日 410 402 407 397 397 397 398 396 395 390 386 383 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379

埋立ごみ t/年 775 582 752 400 379 385 402 322 386 367 368 366 365 363 363 360 359 357 357 354 352 350 350 347 345 344 343 341 339 338 337

（原単位） g/人･日 21 16 20 11 10 10 11 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

粗大・中型ごみ t/年 979 894 1,065 914 966 1,025 982 1,162 1,021 1,077 1,088 1,094 1,099 1,104 1,111 1,113 1,109 1,103 1,101 1,093 1,087 1,082 1,080 1,072 1,066 1,061 1,059 1,052 1,047 1,043 1,041

（原単位） g/人･日 26 24 29 25 26 28 27 32 28 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

粗大可燃ごみ t/年 936 863 1,039 130 142 140 147 153 169 171 165 165 166 167 168 168 168 167 166 165 164 164 163 162 161 160 160 159 158 158 157

中型可燃ごみ t/年 759 797 851 816 992 836 888 907 911 915 919 926 927 924 919 917 910 906 902 900 893 889 884 882 876 872 869 867

粗大不燃ごみ t/年 43 31 26 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中型不燃ごみ t/年 22 26 33 19 17 16 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16

家庭系資源ごみ t/年 5,626 5,547 5,466 5,336 5,290 5,090 5,030 4,929 4,935 4,953 4,908 4,864 4,819 4,777 4,750 4,698 4,660 4,621 4,594 4,544 4,507 4,471 4,449 4,403 4,369 4,336 4,316 4,275 4,246 4,218 4,202

（原単位） g/人･日 151 149 147 144 143 138 136 134 134 135 134 133 132 131 131 130 130 129 129 128 128 128 127 127 126 126 126 126 125 125 125

紙類 t/年 2,087 1,876 1,800 1,658 1,517 1,305 1,123 1,013 930 865 930 922 913 905 900 890 883 876 871 861 854 847 843 834 828 822 818 810 805 799 796

布類 t/年 144 137 127 131 120 92 49 42 55 64 53 53 52 52 52 51 51 50 50 49 49 49 48 48 47 47 47 46 46 46 46

空き缶類 t/年 212 206 197 187 179 169 161 154 150 150 150 149 148 146 146 144 143 142 141 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 129

鉄類 t/年 132 89 76 73 109 167 175 184 193 224 199 197 195 194 193 191 189 187 186 184 183 181 180 179 177 176 175 173 172 171 170

空きびん類 t/年 579 569 544 529 512 519 484 470 456 447 455 451 447 443 440 435 432 428 426 421 418 414 412 408 405 402 400 396 393 391 389

ペットボトル t/年 221 229 222 122 120 115 111 108 104 108 106 105 104 103 103 101 101 100 99 98 97 97 96 95 94 94 93 92 92 91 91

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装類 t/年 471 472 470 473 473 455 454 448 455 462 452 448 444 440 438 433 429 426 423 419 415 412 410 406 402 399 398 394 391 389 387

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(廃プラ) t/年 781 795 812 800 814 786 793 755 757 821 773 766 759 752 748 740 734 728 723 716 710 704 700 693 688 683 680 673 669 664 662

特別ごみ t/年 41 36 45 37 37 39 32 36 36 39 37 36 36 36 36 35 35 35 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31

廃食用油 t/年 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

剪定枝・草（環境美化センター搬入分） t/年 287 289 266 243 260 265 282 296 323 283 299 296 293 291 289 286 284 281 280 277 274 272 271 268 266 264 263 260 258 257 256

剪定枝・草（委託業者等への搬入分） t/年 667 846 904 1,079 1,145 1,174 1,306 1,371 1,391 1,400 1,379 1,366 1,354 1,342 1,334 1,320 1,309 1,298 1,291 1,276 1,266 1,256 1,250 1,237 1,227 1,218 1,212 1,201 1,193 1,185 1,180

小型家電等 t/年 0 0 0 56 48 82 87 72 71 71 70 70 69 68 68 67 67 66 65 65 64 64 64 63 63 62 62 62

事業系ごみ t/年 5,195 5,423 5,312 5,113 5,085 5,140 5,062 4,784 4,727 4,601 4,564 4,503 4,440 4,422 4,417 4,387 4,370 4,349 4,340 4,307 4,286 4,266 4,257 4,225 4,204 4,184 4,175 4,145 4,128 4,110 4,103

（原単位）人口1人1日当たり排出量 g/人･日 140 146 143 138 138 139 137 130 129 125 124 123 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

（原単位）1日当たり排出量 t/日 14 15 15 14 14 14 14 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11

可燃ごみ t/年 5,195 5,423 5,312 5,113 5,085 5,140 5,062 4,784 4,727 4,601 4,564 4,503 4,440 4,422 4,417 4,387 4,370 4,349 4,340 4,307 4,286 4,266 4,257 4,225 4,204 4,184 4,175 4,145 4,128 4,110 4,103

集団回収量 t/年 2,752 2,717 2,558 2,533 2,381 2,223 2,018 1,846 1,609 1,523 1,731 1,683 1,640 1,599 1,561 1,526 1,493 1,462 1,432 1,404 1,377 1,352 1,328 1,304 1,282 1,261 1,240 1,220 1,201 1,182 1,164

（原単位） g/人･日 74 73 69 68 64 60 55 50 44 42 47 46 45 44 43 42 42 41 40 40 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35 35

家庭系総排出量（集団回収量含む） t/年 25,362 24,651 24,966 23,916 23,668 23,378 23,152 22,857 22,465 22,237 22,298 22,019 21,738 21,605 21,530 21,350 21,219 21,076 20,989 20,798 20,663 20,529 20,452 20,272 20,145 20,020 19,948 19,786 19,677 19,569 19,512

（原単位） g/人･日 682 664 671 645 641 634 626 621 611 606 607 601 596 595 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 582 581 580 580 579

総排出量（集団回収量含む） t/年 30,557 30,074 30,278 29,028 28,752 28,518 28,214 27,641 27,192 26,838 26,863 26,522 26,178 26,027 25,947 25,737 25,588 25,425 25,329 25,105 24,949 24,795 24,709 24,496 24,349 24,204 24,122 23,932 23,805 23,679 23,615

（原単位） g/人･日 822 810 814 783 778 773 763 750 739 732 731 724 718 716 715 714 713 712 710 709 708 707 707 706 705 704 703 703 702 701 701
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